
一

（
総
務
委
員
会
）

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五

四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
あ
ま
ね
く
日
本
全
国
に
お
け
る
提
供

及
び
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
し
つ
つ
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
（
以
下
「
地
域
会
社
」
と
い
う
。
）
の
経
営
の
自
由
度
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
他
の
電

気
通
信
事
業
者
が
提
供
し
な
い
区
域
に
お
け
る
提
供
の
義
務
を
負
う
最
終
保
障
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
規
定
す
る
ほ
か
、

地
域
会
社
の
地
域
電
気
通
信
業
務
の
範
囲
を
見
直
す
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
最
終
保
障
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
最
終
保
障
業
務
区
域
に
お
い
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
区
域
内
電
気
通
信
事
業
者
が
い
な
い
と
き
は
、
最
終
保
障
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
支
援
機
関
は
、
最
終
保
障
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に

充
て
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。



二

二
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
等
の
禁
止
行
為
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
電
気
通
信
番
号
使
用
計
画
の
認
定
の
欠
格
事
由
と
し
て
、
詐
欺
罪
等
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
等
を
追
加
す
る
。

四
、
鉄
塔
等
提
供
事
業
を
営
む
者
等
は
、
土
地
等
の
使
用
に
関
す
る
総
務
大
臣
の
裁
定
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
鉄
塔
等
提
供
事
業
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
総
務
大
臣
は
、
毎
年
、
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
の
確
保
に
関
す
る
評
価
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

六
、
電
報
の
事
業
に
つ
い
て
、
電
気
通
信
事
業
と
み
な
す
こ
と
等
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

七
、
地
域
会
社
に
つ
い
て
、
地
域
電
気
通
信
業
務
は
、
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
通
信
を
媒
介
す
る
業
務
か
ら
、

目
的
業
務
区
域
内
に
お
け
る
通
信
を
媒
介
す
る
業
務
に
見
直
す
ほ
か
、
保
有
す
る
設
備
等
を
活
用
し
て
行
う
業
務
は
、
業
務

ご
と
の
届
出
を
不
要
と
し
、
届
け
出
た
実
施
基
準
に
従
っ
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

八
、
地
域
会
社
に
つ
い
て
、
特
定
の
合
併
又
は
分
割
の
決
議
に
係
る
総
務
大
臣
の
認
可
を
不
要
と
す
る
ほ
か
、
電
気
通
信
設
備

の
設
置
に
必
要
な
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
及
び
土
地
の
譲
渡
等
に
総
務
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


